
障福第312号 

平成29年８月18日 

 

 各市町村障害福祉主管課長 様 

 （政令指定都市・中核市を除く） 

 

神奈川県保健福祉局福祉部 

障害サービス担当課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

地域生活支援事業・事業所データの「かながわシステム」への登録 

について(通知) 

 

 本県における障害福祉の推進につきましては、日頃からご尽力いただき誠にありがとう

ございます。 

 さて、現在、県が行っている標記の事務について、適時性と正確性の確保の観点から、

各市町村において登録できるよう、かながわシステムを改修し、平成29年８月21日から

運用を開始します。 

つきましては、同日以降、地域生活支援事業所データについては、各市町村において登

録をお願いします。 

 

 

 

 

問合せ先 

                    障害福祉課事業支援グループ 竹中 

 電 話（045）210-4732 

                   ﾌｧｸｼﾐﾘ（045）201-2051 

                  E-mail takenaka.7e5p@pref.kanagawa.jp 

 


